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〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
八
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
解
除
す
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

宮
城
県
仙
台

市
太
白
区
秋
保
町
長
袋
字
黒
森
四
三
の
二
（
次
の
図

に
示
す
部
分
に
限
る
。）

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

解
除
の
理
由

一
般
送
配
電
事
業
用
地
と
す
る
た

め

二

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

宮
城
県
仙
台

市
太
白
区
秋
保
町
長
袋
字
黒
森
四
三
の
二
・
字
舘
ケ

澤
七
七
の
二
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。）

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出

の
防
備

解
除
の
理
由

一
般
送
配
電
事
業
用
地
と
す
る
た

め
（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
及

び
仙
台
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
八
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
解
除
す
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

宮
城
県
加
美

郡
加
美
町
字
漆
沢
筒
砂
子
一
の
七
七
（
国
有
林
）・

一
の
八
三（
国
有
林
。次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出

の
防
備

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

二

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

宮
城
県
加
美

郡
加
美
町
字
漆
沢
筒
砂
子
一
の
七
七
（
国
有
林
）

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

な
だ
れ
の
危

険
の
防
止

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
及

び
加
美
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
八
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
解
除
す
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

熊
本
県
宇
土
市

網
津
町
字
野
添
二
九
六
五
の
二
、
二
九
六
八
の
三
、
二

九
八
九
の
三

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の

防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
八
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
解
除
す
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

京
都
府
城
陽
市

中

原
六
八
の
一
の
一
七
・
六
八
の
一
の
一
九
・
六
八

の
一
〇
四
・
六
八
の
一
一
三
（
以
上
四
筆
に
つ
い
て
次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
六
八
の
一
〇
八
、
六
八

の
一
一
五

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の

防
備

三

解
除
の
理
由

そ
の
他

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
京
都
府
庁
及

び
城
陽
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
八
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
解
除
す
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

群
馬
県
吾
妻
郡

東
吾
妻
町
大
字
新
巻
字
丸
橋
一
一
五
六
の
七
・
一
一
五

七
の
八
（
以
上
二
筆
国
有
林
）、
一
一
五
六
の
六
、
一

一
五
七
の
七

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の

防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
八
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
解
除
す
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

〔
そ
の
他
告
示
〕

〇
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
件

（
農
林
水
産
一
二
八
二
〜
一
二
九
二
）

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件

（
同
一
二
九
三
〜
一
二
九
七
）

〇
砂
防
法
第
二
条
の
土
地
を
指
定
す
る
件

（
国
土
交
通
八
三
六
）

〇
砂
防
法
第
二
条
の
土
地
を
指
定
す
る
と
と

も
に
、
直
轄
砂
防
工
事
を
施
行
す
る
件

（
同
八
三
七
）

〇
砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
指
定
を
解
除
す

る
件
（
同
八
三
八
）

〇
直
轄
砂
防
工
事
が
終
了
し
た
件

（
同
八
三
九
）

〇
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関

す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
型
式
承
認

を
し
た
件
（
同
八
四
〇
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
中
部
地
方
整
備
局
七
九
）

〔
人
事
異
動
〕

最
高
裁
判
所

〔
皇
室
事
項
〕

〔
官
庁
報
告
〕

日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件

（
法
務
省
告
示
配
八
七
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
権
決
定
、

破
産
、
免
責
、
特
別
清
算
、
再
生
、
所
有

者
不
明
関
係

会
社
そ
の
他


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一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

三
重
県
名
張
市

蔵
持
町
字
原
出
一
三
〇
〇
の
一
・
一
三
一
四
の
一
・
一

三
一
五
の
二
（
以
上
三
筆
国
有
林
）、
一
三
一
五
の
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の

防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

二

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場

所

福
島
県
郡
山
市
熱
海
町
石

字
中
鶯
一
の
三
、

熱
海
町
高
玉
字
大
志
津
四
の
二
、字
小
松
倉
三
の
一
、

三
の
三
、
三
の
四
、
熱
海
町
安
子
島
字
鞍
手
山
九
、

字
桜
橋
三
の
五
か
ら
三
の
七
ま
で
（
以
上
三
筆
国
有

林
）、
三
の
二
、
字
真
弓
山
四
の
三
、
五
の
二
八
、

六
の
一
、
字
蓬
山
七
の
三
・
八
の
三
（
以
上
二
筆
国

有
林
）、
熱
海
町
中
山
字
尾
畑
沢
一
の
二
、
字
中
丸

三
、
湖
南
町
舘
字
登
以
ノ
入
二
六
四
四
の
一
八
、
二

六
四
四
の
三
〇
、
湖
南
町
中
野
字
三
ツ

六
六
〇
一

の
一
、
中
田
町
柳
橋
字
前
ノ
内
六
六
一
か
ら
六
六
三

ま
で
、
六
六
五

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出

の
防
備

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に

よ
る
。

字
大
志
津
四
の
二
、
字
鞍
手
山
九
、
字
桜
橋

三
の
六
・
三
の
七
（
以
上
二
筆
国
有
林
）、
三

の
二
、
字
登
以
ノ
入
二
六
四
四
の
一
八
、
二
六

四
四
の
三
〇
、
字
前
ノ
内
六
六
一
か
ら
六
六
三

ま
で
、
六
六
五

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る

伐
採
種
を
定
め
な
い
。

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立

木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢

以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
福
島
県
庁
及
び
郡
山
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
高

知
県
庁
及
び
い
の
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
九
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
八
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
解
除
す
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

三
重
県
名
張
市

蔵
持
町
字
原
出
一
三
三
三
（
国
有
林
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の

防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
八
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
解
除
す
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

北
海
道
虻
田
郡

京
極
町
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

三

解
除
の
理
由

土
地
改
良
事
業
用
地
と
す
る
た
め

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
北
海
道
庁
及

び
京
極
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
九
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
解
除
す
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

福
井
県
敦
賀
市

（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

解
除
の
理
由

一
般
送
配
電
事
業
用
地
と
す
る
た
め

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
井
県
庁
及

び
敦
賀
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
九
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
解
除
す
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

福
井
県
三
方
郡

美
浜
町
新
庄
二
七
四
号
ヲ
リ
ト
一
・
二
七
三
号
丑
谷

一
・
二
七
二
号
黒
谷
九
の
一
・
八
の
一
・
八
の
二
・
二

六
八
号
奥
足
谷
二
〇
の
一
・
二
六
六
号
ソ
ゴ
ノ
上
八
の

一
・
二
八
八
号
奥
ヲ
シ
尾
一
の
二
・
二
九
〇
号
小
塩
山

八
の
一
（
以
上
九
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

解
除
の
理
由

一
般
送
配
電
事
業
用
地
と
す
る
た
め

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
井
県
庁
及

び
美
浜
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
九
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
解
除
す
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

福
井
県
三
方
郡

美
浜
町
新
庄
二
九
〇
号
小
塩
山
八
の
一
・
八
の
三
・
二

六
四
号
奥
崩
谷
八
の
二
・
二
六
五
号
宮
谷
一
五
の
一
・

二
六
六
号
ソ
ゴ
ノ
上
八
の
一
・
二
六
八
号
奥
足
谷
二
〇

の
一
・
二
七
二
号
黒
谷
八
の
一
・
八
の
二
・
二
七
三
号

丑
谷
一
・
二
七
四
号
ヲ
リ
ト
一
・
二
（
以
上
十
一
筆
に

つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

解
除
の
理
由

一
般
送
配
電
事
業
用
地
と
す
る
た
め

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
井
県
庁
及

び
美
浜
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
九
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場

所

福
島
県
郡
山
市
湖
南
町
中
野
字
高
石
六
六
〇

九
、
湖
南
町
赤
津
字
西
岐
二
八
〇
一
の
七

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に

よ
る
。

字
高
石
六
六
〇
九
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。）

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る

伐
採
種
を
定
め
な
い
。

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立

木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢

以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
九
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

高
知
県
吾
川
郡
い
の
町
清
水
上
分
字
キ
シ
ノ
下
タ
三

〇
六
〇
、
三
〇
六
一
、
三
〇
六
四
の
六
か
ら
三
〇
六
四

の
一
一
ま
で
、
字
サ
テ
藪
三
〇
六
八
の
一
、
三
〇
六
八

の
二
、
字
サ
デ
藪
谷
山
二
九
九
五
の
七
、
字
ズ
ズ
山
三

九
五
四
か
ら
三
九
五
八
ま
で
、
字
ム
子
荒
三
〇
五
三
の

四
か
ら
三
〇
五
三
の
九
ま
で
、
字
ヤ
シ
キ
ガ
ウ
チ
三
八

八
四
、
三
八
八
八
、
三
八
八
九
、字
猿
額
山
三
九
六
〇
、

字
牛
王
山
上
ミ
二
九
九
四
の
一
、
二
九
九
四
の
三
、
二

九
九
四
の
六
か
ら
二
九
九
四
の
一
六
ま
で
、
二
九
九
四

の
一
八
、
二
九
九
四
の
一
九
、
字
向
山
三
〇
六
七
、
字

佐
手
藪
山
二
九
九
五
の
六
、
字
山
葉
ヶ
瀧
山
三
九
五
九

の
一
、
字
子
ゴ
レ
山
三
九
二
一
、
字
大
平
三
〇
六
九
の

イ
、
三
〇
六
九
の
ロ
、
三
〇
七
〇
の
一
、
三
〇
七
〇
の

二
、
三
〇
七
一
、
三
〇
八
八
、
三
〇
八
九
、
字
程
野
山

三
〇
四
〇
の
一
か
ら
三
〇
四
〇
の
一
〇
ま
で
、
字
桧
尾

畝
山
三
〇
六
六
、
字
桧
尾
畝
留
加
山
三
〇
六
五
、
字
下

保
口
山
三
〇
四
八
の
二
、
字
中
鳥
屋
山
三
〇
五
〇
、
字

段
々
山
二
八
八
三
の
一
、
二
八
八
三
の
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養





令和年月日 木曜日 第号官 報
一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

富
山
県
南
砺
市
皆
葎
字
向
裏
二
七
、
田
向
字
重
峯
二

か
ら
四
ま
で
、
八
の
一
か
ら
八
の
三
ま
で
、
一
八
の
一

か
ら
一
八
の
三
ま
で
、
字
脇
谷
二
六
、
二
七
、
字
桂
谷

一
、
二
、
一
一
か
ら
一
四
ま
で
、
一
五
の
一
、
一
五
の

二
、
一
六
、
小
瀬
字
中
平
二
七
、
二
八
の
一
、
三
〇
の

一
、
三
〇
の
三
、
三
一
の
一
、
三
一
の
四
、三
二
の
一
、

三
二
の
三
、
三
二
の
四
、
三
五
の
一
、
三
五
の
二
、
三

五
の
四
、
三
五
の
五
、
三
七
の
一
、
三
八
か
ら
四
〇
ま

で
、
四
三
の
一
、
四
四
、
四
五
の
一
、
四
六
の
一
、
四

七
の
一
、
四
八
の
一
、
四
八
の
三
、
四
八
の
五
、
四
八

の
七
、
四
九
、
五
〇
の
一
、
字
池
平
二
の
一
、
六
か
ら

八
ま
で
、
九
の
一
、
一
〇
か
ら
一
三
ま
で
、
一
五
、
一

六
、
一
七
の
一
、
一
八
の
一
、
一
九
、
二
〇
の
一
、
二

八
か
ら
三
一
ま
で
、
三
二
の
一
、
漆
谷
字
上
中
平
二
の

一
、
二
の
三
、
三
、
四
、西
赤
尾
町
字
水
行
谷
一
の
二
、

七
の
一
、
八
の
一
か
ら
八
の
五
ま
で
、
九
の
一
、
九
の

二
、
一
〇
の
二
、
一
三
の
二
、
一
五
の
二
、
字
老
ノ
谷

四
の
二
、
楮
字
北
谷
一
〇
一
の
四
、
一
〇
二
の
五
、
字

三
味
谷
三
、
四
、
一
四
、
井
口
田
屋
字
ス
リ
コ
一
、
石

田
東
石
田
入
会
字
雁
沼
一
、
二
、
北
野
蓑
谷
入
会
字
蓑

谷
山
一
九
の
一
、
一
九
の
八
か
ら
一
九
の
一
二
ま
で
、

二
〇
の
一
か
ら
二
〇
の
四
ま
で
、
二
四
の
一
、
二
四
の

一
三
か
ら
二
四
の
一
五
ま
で
、
三
一
、
三
三
の
三
、
三

四
か
ら
四
〇
ま
で
、
四
九
の
四
七
、
林
道
字
横
渡
一
の

一
か
ら
一
の
三
ま
で
、
上
田
外
弐
拾
六
ケ
村
入
会
地
字

山
田
郷
東
口
一
六
の
一
〇
（
国
有
林
）、
四
の
一
、
一

五
の
一
四
、
一
六
の
一
か
ら
一
六
の
九
ま
で
、
一
六
の

一
一
、
信
末
字
六
郎
一
の
一
、
四
か
ら
九
ま
で
、
一
〇

の
一
、
一
〇
の
二
、
一
一
か
ら
一
三
ま
で
、一
五
の
一
、

一
六
、
一
六
の
二
、
一
七
、
一
八
、
一
九
の
一
、
一
九

の
二
、
二
〇

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
富

山
県
庁
及
び
南
砺
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

富
山
県
富
山
市
八
尾
町
島
地
字
明
地
谷
二
〇
の
一
、

二
一
の
一
、
二
二
の
三
、
二
二
の
四
、
二
四
の
五
か
ら

二
四
の
九
ま
で
、
二
五
の
二
、
二
五
の
三
、二
六
の
一
、

二
六
の
二
、
二
七
の
一
か
ら
二
七
の
五
ま
で
、
二
八
の

一
か
ら
二
八
の
五
ま
で
、
二
九
の
一
か
ら
二
九
の
四
ま

で
、
二
九
の
六
、
二
九
の
八
か
ら
二
九
の
一
一
ま
で
、

三
〇
の
二
、
三
〇
の
三
、
三
一
の
二
か
ら
三
一
の
四
ま

で
、
三
二
の
一
、
三
二
の
二
、
三
三
、
三
四
の
一
、
三

四
の
二
、
三
一
五
か
ら
三
一
八
ま
で
、
三
二
一
、
三
二

二
、
三
二
四
、
三
二
八
、
三
二
九
、
三
三
二
、三
三
六
、

三
四
五
、
八
尾
町
中
島
字
明
地
谷
二
五
、
二
六
、
二
七

の
一
、
二
七
の
二
、
二
八
の
一
か
ら
二
八
の
四
ま
で
、

二
九
の
一
、
二
九
の
二
、
三
〇
、
三
一
の
一
か
ら
三
一

の
三
ま
で
、
三
二
、
三
三
、
三
四
の
二
、
三
四
の
三
、

三
五
の
一
か
ら
三
五
の
三
ま
で
、
字
大
窪
坂
三
二
七
、

字
峠
三
九
四
か
ら
三
九
六
ま
で
、
字
峠
坂
三
九
八
、
三

九
九
、
八
尾
町
猟
師
ケ
原
字
水
上
谷
二
四
、
字
中
滝
六

の
二
、
八
尾
町
尾
畑
字
黒
岩
一
五
の
一
か
ら
一
五
の
四

ま
で
、
一
六
の
二
か
ら
一
六
の
七
ま
で
、
字
鍋
谷
一
九

の
一
か
ら
一
九
の
八
ま
で
、
二
〇
の
一
か
ら
二
〇
の
四

ま
で
、
二
一
、
二
二
の
一
、
二
二
の
三
か
ら
二
二
の
五

ま
で
、
二
三
の
一
か
ら
二
三
の
四
ま
で
、
二
四
の
一
か

ら
二
四
の
七
ま
で
、
二
五
の
一
か
ら
二
五
の
三
ま
で
、

二
五
の
五
、
二
五
の
六
、
字
水
谷
四
七
の
一
か
ら
四
七

の
六
ま
で
、
四
八
の
一
、
四
八
の
二
、
四
九
の
一
か
ら

四
九
の
七
ま
で
、
五
〇
の
二
か
ら
五
〇
の
五
ま
で
、
五

一
の
一
か
ら
五
一
の
七
ま
で
、
五
二
の
一
か
ら
五
二
の

五
ま
で
、
五
三
の
一
か
ら
五
三
の
五
ま
で
、
五
四
の
一

か
ら
五
四
の
四
ま
で
、
八
尾
町
小
畑
字
上
ノ
山
九
の
一

か
ら
九
の
一
一
ま
で
、一
三
の
一
か
ら
一
三
の
七
ま
で
、

字
水
谷
一
五
の
一
か
ら
一
五
の
六
ま
で
、
一
五
の
八
か

ら
一
五
の
一
一
ま
で
、
八
尾
町
細
滝
字
谷
口
山
二
七
の

一
か
ら
二
七
の
五
ま
で
、
二
七
の
八
、
二
七
の
九
、
二

八
の
一
、
二
八
の
二
、二
八
の
四
か
ら
二
八
の
六
ま
で
、

二
九
の
一
、
二
九
の
二
、
二
九
の
四
、
三
〇
の
一
か
ら

三
〇
の
四
ま
で
、
三
一
の
一
、
三
一
の
二
、
三
二
の
一

か
ら
三
二
の
八
ま
で
、
三
二
の
一
〇
、
字
平
田
山
三
四

の
一
か
ら
三
四
の
四
ま
で
、
字
谷
口
八
四
一
の
一
、
八

四
一
の
二
、
八
四
二
か
ら
八
五
〇
ま
で
、八
五
一
の
一
、

八
五
一
の
二
、
八
五
三
か
ら
八
五
五
ま
で

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の

防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
富

山
県
庁
及
び
富
山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

二

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

西
村
川
（
二
）

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十
五

号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
十
五
号

を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

新
潟
県
魚
沼
市
大
倉

字
白
兀

六
九
番
一

一
号
か
ら
三
号
ま
で

七
〇
番
三

四
号

七
二
番

五
号
及
び
六
号

六
〇
番

七
号
及
び
八
号

七
三
番
一

九
号

七
三
番
二

十
号

八
〇
番
一

十
一
号

七
四
番
七

十
二
号
及
び
十
三
号

八
二
番
一

十
四
号

一
一
一
番
四

十
五
号

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
九
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
九
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

及
び
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

次
に
掲
げ
る

告
示
（
重
要
流
域
（
令
和
三
年
一
月
五
日
農
林
水
産
省

告
示
第
三
十
二
号
で
指
定
さ
れ
た
重
要
流
域
を
い
う
。）

に
係
る
も
の
に
限
る
。）で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

昭
和
六
十
二
年
六
月
十
八
日
農
林
水
産
省
告
示
第
七

百
二
十
九
号
（
一
の

の
１
、
２
（
朝
倉
郡
筑
前
町
三

並
字
藤
ヶ
尾
四
〇
三
の
一
、
四
〇
三
の
九
を
除
く
。）、

３
、
４
（
朝
倉
市
秋
月
野
鳥
字
本
谷
八
四
四
の
三
、
八

四
四
の
三
四
、
八
四
四
の
五
九
、
八
四
四
の
七
四
、
八

四
四
の
七
五
を
除
く
。）及
び
５
か
ら
９
並
び
に
二
の

の
３
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

二

変
更
に
係
る
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

変
更
し
な
い
。

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福

岡
県
庁
並
び
に
関
係
市
役
所
及
び
町
村
役
場
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
八
百
三
十
六
号

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
条
の

規
定
に
よ
り
、
同
条
の
土
地
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の

で
、
砂
防
法
施
行
規
程
（
明
治
三
十
年
勅
令
第
三
百
八
十

二
号
）
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
八
百
三
十
七
号

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
条
の

規
定
に
よ
り
、
同
条
の
土
地
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
と

と
も
に
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
土

地
に
お
い
て
、
令
和
七
年
度
か
ら
砂
防
設
備
工
事
を
施
行

す
る
の
で
、
砂
防
法
施
行
規
程
（
明
治
三
十
年
勅
令
第
三

百
八
十
二
号
）
第
一
条
及
び
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
告
示
す
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌

一

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

阿
弥
陀
沢
（
二
）

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
八
号

ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
八
号
を
結

ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

新
潟
県
三
条
市
柳
沢

字
高
田

一
四
七
六
番

一
号

一
四
七
九
番
四

五
号
及
び
六
号

一
四
八
二
番
一

七
号

一
四
八
一
番

八
号

新
潟
県
三
条
市
東
大
崎

字
道
沢

四
〇
三
三
番

二
号

四
〇
三
七
番

三
号

四
〇
四
三
番

四
号





点 北緯 東経

一 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 に 係 る 河 川 の 名 称

湯 浦 川 五

二 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 の 表 示

熊 本 県 阿 蘇 市 南 宮 原 及 び 同 市 湯 浦 の 区 域 内 の

土 地 の う ち 、 次 の 一 点 か ら 十 点 ま で を 順 次 結 ん

だ 線 、 十 点 か ら 十 一 点 ま で を 熊 本 県 阿 蘇 市 南 宮

原 字 村 上 三 三 六 番 二 七 一 と 三 三 六 番 二 七 〇 と の

筆 界 に 沿 っ て 結 ん だ 線 、 十 一 点 か ら 五 十 七 点 ま

で を 順 次 結 ん だ 線 、 五 十 七 点 か ら 五 十 八 点 ま で

を 熊 本 県 阿 蘇 市 湯 浦 字 城 一 六 五 五 番 の 河 川 敷 と

の 筆 界 に 沿 っ て 結 ん だ 線 、 五 十 八 点 か ら 六 十 二

点 ま で を 順 次 結 ん だ 線 、 六 十 二 点 か ら 六 十 三 点

ま で を 熊 本 県 阿 蘇 市 南 宮 原 字 村 上 二 四 七 番 一 と

二 四 七 番 二 と の 筆 界 に 沿 っ て 結 ん だ 線 、 六 十 三

点 か ら 六 十 八 点 ま で を 順 次 結 ん だ 線 、 六 十 八 点

か ら 六 十 九 点 ま で を 熊 本 県 阿 蘇 市 南 宮 原 字 村 上

二 三 六 番 と 二 四 七 番 二 と の 筆 界 に 沿 っ て 結 ん だ

線 、 六 十 九 番 か ら 七 十 番 ま で を 順 次 結 ん だ 線 、

七 十 点 か ら 七 十 一 点 ま で を 熊 本 県 阿 蘇 市 湯 浦 字

城 一 六 五 六 番 と 一 六 四 八 番 二 と の 筆 界 に 沿 っ て

結 ん だ 線 、 七 十 一 点 か ら 百 十 四 点 ま で を 順 次 結

ん だ 線 及 び 一 点 と 百 十 四 点 を 結 ん だ 線 に 囲 ま れ

た 土 地 の 区 域

１ 3259370348 13103259108

２ 3259372151 13103265247

３ 3259383736 13103263007

４ 3259393514 13103275947

５ 3259387564 13103307065

６ 3259385980 13103307453

７ 3259373503 13103293636

８ 3259371399 13103293741

９ 3259368909 13103306904

10 3259369416 13103313801

11 3259372258 13103324421

12 3259368552 13103336581

13 3259367415 13103336168

14 3259367972 13103322605

15 3259364500 13103314088

16 3259358719 13103304366

17 3259355495 13103300913

18 3259346841 13103303232

19 3259344250 13103301022

20 3259347980 13103290804

21 3259356747 13103274007

22 3259360545 13103269307

23 3259360786 13103262941

24 3259366026 13103260797

25 3259365048 13103258322

26 3259365983 13103258181

27 3259378326 13103253557

28 3259382752 13103252296

29 3259391875 13103249676

30 3259393906 13103248176

31 3259395100 13103243427

32 3259393458 13103228065

33 3259392135 13103220439

34 3259390713 13103213188

35 3259387146 13103198869

36 3259384031 13103192228

37 3259380208 13103185977

38 3259377184 13103179135

39 3259373747 13103172599

40 3259366645 13103162650

41 3259366278 13103159798

42 3259363864 13103151357

43 3259363982 13103149253

44 3259364350 13103142678

45 3259364676 13103129603

46 3259360305 13103125795

47 3259355567 13103125877

48 3259354070 13103125741

49 3259347669 13103126774

50 3259341212 13103127590

51 3259338527 13103128078

52 3259336348 13103128205

53 3259330865 13103125641

54 3259329875 13103123533

55 3259329266 13103120903

56 3259326627 13103114053

57 3259323561 13103115001

58 3259323377 13103105379

59 3259323121 13103105037

60 3259319843 13103101641

61 3259319733 13103095062

62 3259314882 13103095183

63 3259300548 13103099942

64 3259296616 13103089329

65 3259298933 13103093057

66 3259299465 13103093749

67 3259301814 13103094321

68 3259303045 13103094779

69 3259317993 13103089493

70 3259319642 13103087814

71 3259323874 13103091682

72 3259325116 13103092202

73 3259326842 13103093938

74 3259327787 13103095670

75 3259328606 13103098434

76 3259328813 13103103284

77 3259328938 13103109096

78 3259328969 13103110933

79 3259329788 13103112847

80 3259331689 13103119504

81 3259332707 13103121897

82 3259335161 13103124899

83 3259338238 13103125132

84 3259353878 13103122900

85 3259359054 13103122300

86 3259360680 13103122396

87 3259364930 13103124295

88 3259367407 13103130128

89 3259367541 13103132352

90 3259366897 13103136267

91 3259366655 13103151430

92 3259368377 13103152135

93 3259371249 13103156694

94 3259372898 13103164146

95 3259375564 13103171253

96 3259382549 13103184244

97 3259385711 13103190984

98 3259387090 13103193316

99 3259389105 13103197661

100 3259391904 13103200485

101 3259394349 13103212182

令
和

年

月


日
木
曜
日

第




号

官
報





102 3259394750 13103220115

103 3259395144 13103223355

104 3259395165 13103227527

105 3259395018 13103227559

106 3259395462 13103230539

107 3259395558 13103230520

108 3259395910 13103231756

109 3259398866 13103247589

110 3259396304 13103252202

111 3259393794 13103253702

112 3259389106 13103253878

113 3259383248 13103254848

114 3259380776 13103256960

人 事 異 動

皇 室 事 項

官 庁 報 告

令
和

年

月


日
木
曜
日

第




号

官
報

〇 国 土 交 通 省 告 示 第 八 百 三 十 八 号

砂 防 法 （ 明 治 三 十 年 法 律 第 二 十 九 号 ） 第 二 条 の

規 定 に よ り 指 定 し た 次 の 土 地 の 指 定 を 解 除 す る 。

令 和 七 年 八 月 二 十 八 日
国 土 交 通 大 臣 中 野 洋 昌

一 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 に 係 る 河 川 の 名 称

湯 浦 川 五

二 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 の 表 示

令 和 五 年 国 土 交 通 省 告 示 第 千 号 で 指 定 し た 土

地 の 区 域

〇 国 土 交 通 省 告 示 第 八 百 三 十 九 号

砂 防 法 （ 明 治 三 十 年 法 律 第 二 十 九 号 ） 第 六 条 第

一 項 の 規 定 に よ り 、 次 に 掲 げ る 土 地 に お い て 施 行

し た 砂 防 設 備 工 事 が 終 了 し た の で 、 砂 防 法 施 行 規

程 （ 明 治 三 十 年 勅 令 第 三 百 八 十 二 号 ） 第 四 条 第 二

項 の 規 定 に 基 づ き 、 告 示 す る 。

令 和 七 年 八 月 二 十 八 日
国 土 交 通 大 臣 中 野 洋 昌

一 湯 浦 川 五

令 和 五 年 国 土 交 通 省 告 示 第 千 号 で 指 定 し た 土

地 の 区 域

〇 中 部 地 方 整 備 局 告 示 第 七 十 九 号

次 の よ う に 道 路 の 供 用 を 開 始 す る の で 、 道 路 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 百 八 十 号 ） 第 十 八 条 第 二 項 の

規 定 に 基 づ き 、 告 示 す る 。

そ の 関 係 図 面 は 、 令 和 七 年 八 月 二 十 八 日 か ら 二 週 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

令 和 七 年 八 月 二 十 八 日 中 部 地 方 整 備 局 長 森 本 輝

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 図 面 縦 覧 場 所

三 百 二 号 あ ま 市 新 居 屋 上 古 川 二 番 一 か ら 同 市 甚 目 寺 稲 荷 百 二 番 一

ま で （ た だ し 、 関 係 図 面 に 表 示 す る 部 分 の み 。 ）

中 部 地 方 整 備 局 及 び 同 局 名

古 屋 国 道 事 務 所

供 用 開 始 の 期 日 令 和 七 年 八 月 二 十 八 日

〇 国 土 交 通 省 告 示 第 八 百 四 十 号

海 洋 汚 染 等 及 び 海 上 災 害 の 防 止 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 百 三 十 六 号 ） 第 四 十 三 条 の 九 第

一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 令 和 七 年 八 月 十 三 日 付 け を も っ て 次 の よ う に 型 式 承 認 を し た の で 、 海 洋 汚 染 等

及 び 海 上 災 害 の 防 止 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 六 年 運 輸 省 令 第 三 十 八 号 ） 第 三 十 七 条 の 十 五 第

二 項 に お い て 準 用 す る 海 洋 汚 染 防 止 設 備 及 び 大 気 汚 染 防 止 検 査 対 象 設 備 型 式 承 認 規 則 （ 昭 和 五 十 八 年

運 輸 省 令 第 四 十 一 号 ） 第 十 二 条 の 規 定 に 基 づ き 、 告 示 す る 。

令 和 七 年 八 月 二 十 八 日 国 土 交 通 大 臣 中 野 洋 昌
型式承認
番号 物件の名称 物件の型式 製造者の名称 製 造 者 の 住 所

第Ｐ661号 油処理剤 ＥＣＯＳＡＳク
リーン

ＡＳＰｉＡ ＪＡ
ＰＡＮ株式会社

東京都台東区蔵前４丁目
3110

最 高 裁 判 所

簡 易 裁 判 所 判 事 兼 判 事 補 伊 東 大 地

名 古 屋 簡 易 裁 判 所 判 事 に 補 す る

名 古 屋 地 方 裁 判 所 判 事 補 に 補 す る

判 事 補 の 職 権 の 特 例 等 に 関 す る 法 律 第 一 条 の 規 定

に よ り 判 事 の 職 務 を 行 う 者 に 指 名 す る （ 八 月 十 五

日 ）
御 祝 電

天 皇 陛 下 は 、 モ ル ド バ の 独 立 記 念 日 に つ き 、 八

月 二 十 六 日 同 国 大 統 領 閣 下 へ 御 祝 電 を 発 せ ら れ

た 。





公 告

令
和

年

月


日
木
曜
日

第




号

官
報

諸 事 項

相続財産清算人の選任及び相
続権主張の催告





令
和

年

月


日
木
曜
日

第




号

官
報





令
和

年

月


日
木
曜
日

第




号

官
報

失踪に関する届出の催告

公 示 催 告





令
和

年

月


日
木
曜
日

第




号

官
報

失 踪 宣 告

除 権 決 定

破産手続開始





令
和

年

月


日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
木
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始及び免責許可申
立てに関する意見申述期間






令
和

年

月


日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
木
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始・破産手続廃止
及び免責許可申立てに関する
意見申述期間






令
和

年

月


日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
木
曜
日

第




号

官
報

破産手続廃止

破産手続終結






令
和

年

月


日
木
曜
日

第




号

官
報

破産手続終結及び免責許可決定






令
和

年

月


日
木
曜
日

第




号

官
報

破産債権の届出期間及び一般
調査期日

書面による計算報告

特別清算協定認可

令和７年（ヒ）第２号
長野県飯田市鼎切石4376番地４
清算株式会社 株式会社アコーズ
代表清算人 佐々木邦雄

１ 決定年月日 令和７年８月７日
２ 主文 次の協定を認可する。

協定
１ 協定債権の権利変更
協定債権（以下当該債権に係る債権者を「協
定債権者」という）については、以下のとお
り権利変更を受ける。
 債権債務の確認
株式会社アコーズ（以下「会社」という）
が各協定債権者に対し負担している令和７
年２月１日時点の債権元本、利息及び遅延
損害金の合計額は、別表の「債権額」欄記
載の額であることを確認する。
 協定債権者に対する弁済
会社は、各協定債権者に対し、本協定の
認可決定確定日から２か月以内に、別表の
「弁済額」欄記載の金員を支払う。
 協定債権者による債務免除
各協定債権者は、会社から前項の金員の
弁済を受けたときは、当該弁済がなされた
日に、会社に対するその余の債務を免除す
る。
 新たな財産が発見された場合の追加弁済
会社は、前記の規定に基づく弁済後、
会社に新たな財産が発見されたときは、速
やかにこれを換価し、各協定債権者に対し、
換価代金から必要な費用を控除した残額
を、別表の「配当基準額」欄記載の額の割
合に応じて支払う。この場合においては、
前記の規定により会社が受けた残債務の
免除は、新たにされた弁済の限度で効力を
失うものとする。

２ 弁済の方法
 支払の方法
協定債権の弁済は、会社の本店所在地に
おいて行う。ただし、協定債権者が金融機
関の口座を指定して振込を希望した場合に
は、当該口座に振込む方法により支払うも
のとし、振込に要する費用は会社の負担と
する。
 弁済額計算における端数の処理
協定債権の弁済額を計算するにあたって
生じる１円未満の端数は切り捨てる。

 本協定債権者の弁済受領不能等
会社は、本協定債権者の住所変更等のや
むを得ない事情により弁済することができ
なかった場合、速やかに供託を行うものと
し、弁済に遅延した期間にかかる遅延損害
金等は生じないものとする。

（別表省略）
以上

長野地方裁判所飯田支部

再生手続開始

管 理 命 令

小規模個人再生による再生手
続開始






令
和

年

月


日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
木
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による書面決
議に付する決定






令
和

年

月


日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
木
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による再生計
画取消

小規模個人再生による再生手
続廃止

給与所得者等再生による再生
手続開始

給与所得者等再生による再生
計画案についての意見聴取






令
和

年

月


日
木
曜
日

第




号

官
報

給与所得者等再生による再生
計画認可

所在等不明共有者の持分の取
得の裁判に関する異議の催告

所有者不明土地及び建物管理
命令に関する異議の催告

所有者不明土地管理命令に関
する異議の催告






令和年月日 木曜日 第号官 報

所
有
者
不
明
建
物
管
理
命
令
に
関

す
る
異
議
の
催
告

会
社
そ
の
他
の
公
告

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

埼
玉
県
草
加
市
松
原
一
丁
目
八
番
一
八

一
一
一

二
号

（
甲
）
プ
ラ
ビ
ダ
合
同
会
社

代
表
社
員

賀
持

隆
一

東
京
都
港
区
南
青
山
二
丁
目
二
番
六
号
七
〇
二
号

室

（
乙
）
ビ
セ
ン
テ
合
同
会
社

代
表
社
員

賀
持

隆
一

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
二
十
一
日

掲
載
頁

七
十
五
頁
（
号
外
第
一
八
九
号
）

（
乙
）
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

埼
玉
県
朝
霞
市
本
町
三
丁
目
一
番
五
四
号

（
甲
）
東
日
本
企
画
株
式
会
社

代
表
取
締
役

本
由
美
子

埼
玉
県
朝
霞
市
西
原
一
丁
目
四
番
七
号

（
乙
）
有
限
会
社
峠
観
光

取
締
役

吉
田

美
子

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
月
一
日
で
あ
り
、
両
社
の

株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
令
和
七
年
八
月
十
八
日
に
終
了

し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
十
二
月
九
日

掲
載
頁

一
二
六
頁
（
号
外
第
二
八
五
号
）

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
十
二
月
十
日

掲
載
頁

六
十
二
頁
（
号
外
第
二
八
六
号
）

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
〇
番
一
二
号

（
甲
）
株
式
会
社
ロ
キ
テ
ク
ノ

代
表
取
締
役
会
長

兼

社
長

伊
東

伸

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
〇
番
一
二
号

（
乙
）
株
式
会
社
ロ
キ
グ
ル
ー
プ

代
表
取
締
役
会
長

兼

社
長

伊
東

伸

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
十
八
日

掲
載
頁

五
十
六
頁
（
号
外
第
一
八
六
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
十
八
日

掲
載
頁

五
十
六
頁
（
号
外
第
一
八
六
号
）

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
武
蔵
野
市
御
殿
山
一
丁
目
五
番
六
号

（
甲
）
株
式
会
社
ブ
ル
ズ
ア
イ

代
表
取
締
役

荒
木

浩
二

東
京
都
武
蔵
野
市
御
殿
山
一
丁
目
五
番
六
号

（
乙
）
株
式
会
社
ジ
ャ
ス
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

代
表
取
締
役

荒
木

浩
二

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
左
記
の
と
お

り
で
す
。

（
甲
）
掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
十
八
日

掲
載
頁

四
頁

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
十
四
日

掲
載
頁

一
二
七
頁
（
号
外
第
一
八
四
号
）

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
一
丁
目
一
九
番
一
五
号

（
甲
）
株
式
会
社
ア
ク
セ
ル
エ
ン
タ
ー
メ
デ
ィ
ア

代
表
取
締
役

三
野

善
之

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
一
丁
目
一
九
番
一
五
号

（
乙
）
株
式
会
社
パ
イ
プ
シ
ェ
ル

代
表
取
締
役

山
田

将
章
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令和年月日 木曜日 第号官 報
合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
・
乙
）

掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
日

掲
載
頁

四
頁

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
港
区
東
新
橋
一
丁
目
九
番
一
号

（
甲
）
株
式
会
社
Ｓ
ｗ
ｅ
ｅ
ｔ

Ｐ
ｉ
ｘ
ｅ
ｌ
ｓ

代
表
取
締
役
社
長

長
江

国
輝

石
川
県
金
沢
市
森
山
一
丁
目
二
番
二
三
号

（
乙
）
株
式
会
社
レ
モ
ネ
ー
ド
・
レ
モ
ニ
カ

代
表
取
締
役
社
長

長
江

国
輝

合
併
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
合
併
し
て
、
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全

部
を
承
継
し
て
存
続
し
、
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
吸
収
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
三
十
一
日

掲
載
頁

一
九
一
頁
（
号
外
第
一
七
五
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
二
十
四
日

掲
載
頁

二
一
〇
頁
（
号
外
第
一
六
九
号
）

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
調
布
市
柴
崎
一
丁
目
六
七
番
地
一

（
甲
）
株
式
会
社
富
士
フ
イ
ル
ム
テ
ク
ノ
サ
ー

ビ
ス

代
表
取
締
役

齋
藤

宏
之

東
京
都
羽
村
市
神
明
台
二
丁
目
一
〇
番
地
八

（
乙
）
株
式
会
社
富
士
フ
イ
ル
ム
メ
デ
ィ
ア
ク

レ
ス
ト

代
表
取
締
役

小
澤

順

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
九
月
二
日

掲
載
頁

七
十
八
頁
（
号
外
第
二
〇
四
号
）

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
渋
谷
区
桜
丘
町
一
番
一
号

（
甲
）
Ｓ
ａ
ｎ
ｓ
ａ
ｎ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

寺
田

親
弘

東
京
都
渋
谷
区
桜
丘
町
一
番
一
号

（
乙
）
株
式
会
社
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
企
業
情
報
編

集
社

代
表
取
締
役

阿
部

泰
芳

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
、乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

千
葉
日
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
二
十
日

掲
載
頁

十
七
頁

（
乙
）
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

神
奈
川
県
座
間
市
小
松
原
一
丁
目
一
一
番
一
六
号

（
甲
）
株
式
会
社
ア
ラ
イ
ア
ク
ソ
ン

代
表
取
締
役

新
井

康
之

神
奈
川
県
座
間
市
小
松
原
一
丁
目
一
一
番
一
六
号

（
乙
）
有
限
会
社
新
精
金
型
製
作
所

代
表
取
締
役

新
井

康
之

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
二
十
八
日

掲
載
頁

一
四
九
頁
（
号
外
第
一
七
一
号
）

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

名
古
屋
市
守
山
区
向
台
三
丁
目
一
八
〇
七
番
地

（
甲
）
株
式
会
社
シ
ョ
ク
ブ
ン

代
表
取
締
役

三
枝

俊
幸

名
古
屋
市
守
山
区
向
台
三
丁
目
一
八
〇
七
番
地

（
乙
）
株
式
会
社
食
文
化
研
究
所

代
表
取
締
役

三
枝

俊
幸

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
日

掲
載
頁

六
十
八
頁
（
号
外
第
一
三
八
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
二
十
一
日

掲
載
頁

八
十
四
頁
（
号
外
第
一
八
九
号
）

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

名
古
屋
市
中
区
丸
の
内
二
丁
目
一
六
番
八
号

（
甲
）
高
田
株
式
会
社

代
表
取
締
役

鬼
頭

佳
代

愛
知
県
海
部
郡
大
治
町
花
常
フ
ケ
五
〇

一

（
乙
）
株
式
会
社
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ラ
ザ

代
表
取
締
役

鬼
頭

理
絵

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
、
丙
、
丁
、
戊
、
己
、

庚
及
び
辛
の
権
利
義
務
全
部
を
承
継
し
て
存
続
し
乙
、丙
、

丁
、
戊
、
己
、
庚
及
び
辛
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
及
び
（
丁
）

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
二
十
日

掲
載
頁

九
十
九
頁
（
号
外
第
一
八
八
号
）

（
乙
）、（
丙
）、（
戊
）
及
び
（
己
）

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
二
十
日

掲
載
頁

一
〇
六
頁
（
号
外
第
一
八
八
号
）

（
庚
）

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
二
十
日

掲
載
頁

一
〇
七
頁
（
号
外
第
一
八
八
号
）

大
阪
市
西
区
阿
波
座
二
丁
目
二
番
一
八
号
い
ち
ご

西
本
町
ビ
ル
七
Ｆ

（
丁
）
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
と
や
ま
株
式
会
社

代
表
取
締
役

野
田

隆
吾

兵
庫
県
尼
崎
市
御
園
町
二
四
番
地
尼
崎
第
一
ビ
ル

四
〇
二
号

（
戊
）
フ
ィ
デ
リ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

中
村

清
誉

兵
庫
県
尼
崎
市
御
園
町
二
四
番
地
尼
崎
第
一
ビ
ル

四
〇
二
号

（
己
）
プ
ラ
イ
ム
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

中
村

清
誉

兵
庫
県
尼
崎
市
御
園
町
二
四
番
地
尼
崎
第
一
ビ
ル

四
〇
二
号

（
庚
）
株
式
会
社
四
国
フ
ァ
ー
マ
シ
ー

代
表
取
締
役

中
村

清
誉

兵
庫
県
尼
崎
市
御
園
町
二
四
番
地
尼
崎
第
一
ビ
ル

四
〇
二
号

（
辛
）
合
同
会
社
Ｎ
社
買
収
Ｓ
Ｐ
Ｃ

代
表
社
員

中
村

清
誉

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
、乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
十
八
日

掲
載
頁

七
十
五
頁
（
号
外
第
一
八
六
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
二
十
一
日

掲
載
頁

八
十
四
頁
（
号
外
第
一
八
九
号
）

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

岡
山
県
総
社
市
井
手
七
九
三
番
地
九

（
甲
）
飛
鳥
ホ
ン
ダ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

戸
田

保

岡
山
県
倉
敷
市
連
島
中
央
四
丁
目
一
番
三
四
号

（
乙
）
株
式
会
社
ホ
ン
ダ
販
売
中
島

代
表
取
締
役

中
島

貴
雄

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

兵
庫
県
尼
崎
市
御
園
町
二
四
番
地
尼
崎
第
一
ビ
ル

四
〇
二
号

（
甲
）
ク
リ
エ
イ
ト
シ
ェ
ア
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
株

式
会
社

代
表
取
締
役

中
村

清
誉

兵
庫
県
尼
崎
市
御
園
町
二
四
番
地
尼
崎
第
一
ビ
ル

四
〇
二
号（

乙
）
こ
や
ま
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

中
村

清
誉

兵
庫
県
尼
崎
市
御
園
町
二
四
番
地
尼
崎
第
一
ビ
ル

四
〇
二

（
丙
）
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
ト
マ
ト
株
式
会
社

代
表
取
締
役

中
村

清
誉





令和年月日 木曜日 第号官 報
合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
月
一
日
で
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）h

ttp
s://w

w
w
.h
iro
sh
im
a -g
a
s.co
.jp
/co
m
/

ir/g
ro
u
p
/in
d
ex
.h
tm

（
乙
）h

ttp
s://w

w
w
.h
iro
sh
im
a -g
a
sp
.co
.jp
/

g
u
id
a
n
ce/k
o
u
k
o
k
u
.h
tm
l

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

広
島
県
安
芸
郡
海
田
町
明
神
町
二
番
一
一
八
号

（
甲
）
広
島
ガ
ス
プ
ロ
パ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

泉

博
之

広
島
県
三
次
市
東
酒
屋
町
一
四
二
四
番
地
一

（
乙
）
広
島
ガ
ス
三
次
株
式
会
社

代
表
取
締
役

原
田

仁

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
、
甲
は
乙
の
遊
技
場
（
所

在
群
馬
県
伊
勢
崎
市
三
室
町
五
三
三
〇
番
地

屋
号
メ
ガ

ガ
イ
ア
伊
勢
崎
東
）
経
営
事
業
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
権

利
義
務
及
び
資
産
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
十
八
日

掲
載
頁

六
十
二
頁
（
号
外
第
一
八
六
号
）

（
乙
）
掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
十
八
日

掲
載
頁

六
頁

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

茨
城
県
つ
く
ば
市
東
新
井
三
六
番
地
一
一

（
甲
）
株
式
会
社
ジ
ョ
イ
パ
ッ
ク

代
表
取
締
役

金

剛
石

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
横
山
町
七
番
一
八
号

（
乙
）
株
式
会
社
Ｍ
Ｇ

代
表
取
締
役

齊
藤

慶

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
産
業
ガ
ス
事
業

に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
二
十
四
日

掲
載
頁

二
三
三
頁
（
号
外
第
一
六
九
号
）

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
大
字
加
倉
一
九
八
六

番
地
一

（
甲
）
三
和
高
圧
株
式
会
社

代
表
取
締
役

片
山

政
夫

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
大
字
加
倉
一
九
八
六

番
地
の
一

（
乙
）
株
式
会
社
三
和
商
会

代
表
取
締
役

小
宮
康
一
郎

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
、
吸
収
分
割
し
て
、
乙
は
甲
の
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｓ

（
医
療
用
画
像
管
理
シ
ス
テ
ム
）
デ
ー
タ
移
行
業
務
に
付

帯
す
る
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
事
業
に
関
す
る
権
利

義
務
を
承
継
し
、
甲
は
こ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た

し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
一
月
一
日
で
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
二
十
四
日

掲
載
頁

二
一
〇
頁
（
号
外
第
一
六
九
号
）

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
五
日

掲
載
頁

九
十
八
頁
（
号
外
第
一
六
二
号
）

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
羽
村
市
神
明
台
二
丁
目
一
〇
番
地
八

（
甲
）
株
式
会
社
富
士
フ
イ
ル
ム
メ
デ
ィ
ア
ク

レ
ス
ト

代
表
取
締
役

小
澤

順

東
京
都
港
区
西
麻
布
二
丁
目
二
六
番
三
〇
号

（
乙
）
富
士
フ
イ
ル
ム
メ
デ
ィ
カ
ル
サ
ー
ビ
ス

ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

九
々

佳
則

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
不
動
産
事
業
に

関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
九
月
三
十
日
で
あ
り
、
甲
及

び
乙
の
株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
令
和
七
年
九
月
五
日
に

予
定
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
三
日

掲
載
頁

三
十
四
頁
（
号
外
第
一
五
二
号
）

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
新
宿
区
四
谷
三

一
一

（
甲
）
Ｊ
Ｖ
Ｒ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
川

隆
太

東
京
都
新
宿
区
四
谷
三

一
一

（
乙
）
Ｚ
ｅ
ｒ
ｏ
ｎ
ｉ
ｔ
ｙ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

加
藤

寛
大

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
事
業

に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
二
十
四
日

掲
載
頁

二
三
三
頁
（
号
外
第
一
六
九
号
）

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
大
字
加
倉
一
九
八
六

番
地
一

（
甲
）
三
和
ガ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

増
渕

明

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
大
字
加
倉
一
九
八
六

番
地
の
一

（
乙
）
株
式
会
社
三
和
商
会

代
表
取
締
役

小
宮
康
一
郎

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
月
一
日
で
あ
り
、
本
吸
収

合
併
に
つ
い
て
は
、
甲
は
会
社
法
第
七
九
六
条
第
二
項
、

乙
は
同
第
七
八
四
条
第
一
項
に
基
づ
き
株
主
総
会
の
承
認

決
議
を
経
ず
に
合
併
を
決
定
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
三
十
日

掲
載
頁

一
九
一
頁
（
号
外
第
一
四
八
号
）

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

福
岡
市
中
央
区
天
神
一
丁
目
一
一
番
一
号

（
甲
）
西
日
本
鉄
道
株
式
会
社

代
表
取
締
役

林
田

浩
一

福
岡
県
大
野
城
市
大
字
牛
頸
二
四
七
三
番
一
二
号

（
乙
）
西
鉄
バ
ス
二
日
市
株
式
会
社

代
表
取
締
役

江
口

正
男

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
月
一
日
で
あ
り
、
本
吸
収

合
併
に
つ
い
て
は
、
甲
は
会
社
法
第
七
九
六
条
第
二
項
、

乙
は
同
第
七
八
四
条
第
一
項
に
基
づ
き
株
主
総
会
の
承
認

決
議
を
経
ず
に
合
併
を
決
定
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
三
十
日

掲
載
頁

一
九
一
頁
（
号
外
第
一
四
八
号
）

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

福
岡
市
中
央
区
天
神
一
丁
目
一
一
番
一
号

（
甲
）
西
日
本
鉄
道
株
式
会
社

代
表
取
締
役

林
田

浩
一

福
岡
県
宗
像
市
陵
厳
寺
四
丁
目
七
番
一
号

（
乙
）
西
鉄
バ
ス
宗
像
株
式
会
社

代
表
取
締
役

川
下
英
次
郎
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令和年月日 木曜日 第号官 報
吸
収
分
割
公
告

当
社
（
甲
）
は
、
左
記
効
力
発
生
日
に
株
式
会
社
富
士

フ
イ
ル
ム
メ
デ
ィ
ア
ク
レ
ス
ト
（
乙
、
住
所
東
京
都
羽
村

市
神
明
台
二
丁
目
一
〇
番
地
八
）
が
保
有
す
る
こ
と
と
な

る
富
士
フ
イ
ル
ム
メ
デ
ィ
カ
ル
サ
ー
ビ
ス
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ

ン
株
式
会
社
（
住
所
東
京
都
港
区
西
麻
布
二
丁
目
二
六
番

三
〇
号
）
の
株
式
二
株
を
、
吸
収
分
割
に
よ
り
乙
か
ら
承

継
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
一
月
一
日
で
す
。

当
社
は
、
会
社
法
第
七
九
六
条
第
二
項
に
基
づ
き
、
当

社
の
株
主
総
会
の
承
認
を
経
ず
に
本
分
割
を
行
い
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
一
日

掲
載
頁

一
五
一
頁
（
号
外
第
一
五
〇
号
）

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
二
十
四
日

掲
載
頁

二
一
〇
頁
（
号
外
第
一
六
九
号
）

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
港
区
西
麻
布
二
丁
目
二
六
番
三
〇
号

富
士
フ
イ
ル
ム
メ
デ
ィ
カ
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

川
原

芳
博

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
不
動
産
賃
貸
事

業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
二
十
一
日

掲
載
頁

七
十
九
頁
（
号
外
第
一
八
九
号
）

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

横
浜
市
鶴
見
区
北
寺
尾
七
丁
目
一
二
番
一
〇
号

（
甲
）
株
式
会
社
阿
部
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役

阿
部

政
彦

横
浜
市
鶴
見
区
北
寺
尾
七
丁
目
一
二
番
一
〇
号

（
乙
）
株
式
会
社
ア
ベ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役

阿
部

政
彦

吸
収
分
割
公
告

当
社
（
甲
）
は
、
吸
収
分
割
に
よ
り
シ
ー
シ
ー
ア
イ
株

式
会
社
（
乙
、
住
所
岐
阜
県
関
市
新
迫
間
一
二
番
地
）
の

産
業
タ
イ
ヤ
事
業
に
つ
い
て
有
す
る
権
利
義
務
を
承
継
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
七
日

掲
載
頁

一
二
六
頁
（
号
外
第
一
五
五
号
）

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

岐
阜
県
関
市
新
迫
間
一
二
番
地

シ
ー
シ
ー
ア
イ
産
業
タ
イ
ヤ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

岡
部

鉄
也

吸
収
分
割
公
告

当
社
（
甲
）
は
、
吸
収
分
割
に
よ
り
シ
ー
シ
ー
ア
イ
株

式
会
社
（
乙
、
住
所
岐
阜
県
関
市
新
迫
間
一
二
番
地
）
の

住
設
・
建
材
事
業
に
つ
い
て
有
す
る
権
利
義
務
を
承
継
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
七
日

掲
載
頁

一
二
六
頁
（
号
外
第
一
五
五
号
）

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

岐
阜
県
関
市
新
迫
間
一
二
番
地

シ
ー
シ
ー
ア
イ
住
設
建
材
株
式
会
社

代
表
取
締
役

岡
部

鉄
也

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
不
動
産
事
業
に

関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債

権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申

し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

伊
勢
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

掲
載
頁

四
頁

（
乙
）
掲
載
紙

伊
勢
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

掲
載
頁

四
頁

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

三
重
県
伊
勢
市
小
俣
町
湯
田
七
三
〇
番
地
一

（
甲
）
株
式
会
社
Ｃ
Ｓ
Ｂ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

代
表
取
締
役

林

雅
哉

三
重
県
伊
勢
市
小
俣
町
湯
田
七
三
〇
番
地
一

（
乙
）
三
重
電
子
株
式
会
社

代
表
取
締
役

林

雅
哉

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

千
葉
県
千
葉
市
若
葉
区
金
親
町
四
九
八

三
七

Ｈ
Ｍ

Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｂ
Ａ
合
同
会
社

代
表
社
員

高
橋
ハ
サ
ン
カ

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
と
し
、
組

織
変
更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
Ｍ
Ｉ
Ｒ
Ａ
Ｉ
Ｋ
Ｅ
Ｎ
と
し

ま
す
。
こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
中
央
区
築
地
四

四

一
五

合
同
会
社
未
来
健
Ｍ
Ｉ
Ｒ
Ａ
Ｉ
Ｋ
Ｅ
Ｎ

代
表
社
員

小
坂
田
正
英

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

組
織
変
更
後
の
商
号
は
ト
ラ
イ
ド
ッ
ト
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン

グ
ス
株
式
会
社
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
渋
谷
区
笹
塚
二
丁
目
四
一
番
六
号

ア
ボ
リ
ア
ス
コ
ー
ト
笹
塚
ウ
エ
ス
ト
一

二
〇
二

リ
ト
ー
合
同
会
社

代
表
社
員

菅
野

道
博

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

組
織
変
更
後
の
商
号
は
ト
ラ
イ
ド
ッ
ト
コ
ン
サ
ル
テ
ィ

ン
グ
株
式
会
社
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
渋
谷
区
笹
塚
二
丁
目
一
六
番
二
号
Ａ
Ｓ
Ｐ

笹
塚
ビ
ル
五
Ｆ

ベ
イ
ト
ッ
ク
ス
合
同
会
社

代
表
社
員

菅
野

道
博

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

組
織
変
更
後
の
商
号
は
ト
ラ
イ
ド
ッ
ト
デ
ベ
ロ
ッ
プ
メ

ン
ト
株
式
会
社
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
渋
谷
区
笹
塚
二
丁
目
一
六
番
二
号
Ａ
Ｓ
Ｐ

笹
塚
ビ
ル
五
Ｆ

バ
ン
ル
ー
合
同
会
社

代
表
社
員

リ
ト
ー
合
同
会
社

職
務
執
行
者

菅
野

道
博

組
織
変
更
公
告

当
組
合
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た

し
ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
東
大
和
市
芋
窪
四
丁
目
一
七
五
四
番
地

大
和
食
糧
販
売
企
業
組
合

代
表
理
事

山
崎

正
人

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

組
織
変
更
後
の
商
号
は
Ｃ
Ｌ
Ｕ
Ｔ
Ｃ
Ｈ

Ｋ
Ｉ
Ｃ
Ｋ
株

式
会
社
と
し
ま
す
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
月
十
日
で
あ
り
、
当
社
の

総
社
員
の
同
意
の
取
得
は
令
和
七
年
八
月
二
十
日
に
終
了

し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
杉
並
区
成
田
西
三

一
二

一
七

Ｃ
Ｌ
Ｕ
Ｔ
Ｃ
Ｈ

Ｋ
Ｉ
Ｃ
Ｋ
合
同
会
社

代
表
社
員

メ
リ
カ
ー

賢
一

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
渋
谷
区
本
町
三
丁
目
三
七
番
九
号

Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｗ
Ｅ
Ｌ
Ｌ
合
同
会
社

代
表
社
員

河
村

晃
平

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
月
一
日
で
あ
り
、
組
織
変

更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
Ｍ
Ｓ
Ｋ
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

神
奈
川
県
相
模
原
市
南
区
相
模
大
野
四
丁
目
五
番

八

八
〇
五
号

Ｍ
Ｓ
Ｓ
合
同
会
社

代
表
社
員

山
下

美
佳





令和年月日 木曜日 第号官 報
組
織
変
更
公
告

当
組
合
は
、令
和
七
年
八
月
十
日
の
総
会
決
議
に
よ
り
、

認
可
地
縁
団
体
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。効

力
発
生
日
は
認
可
日
と
し
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
は
主
た
る

事
務
所
掲
示
場
に
掲
示
し
て
お
り
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

京
都
府
舞
鶴
市
字
与
保
呂
二
四
六
番
地
の
三

与
保
呂
生
産
森
林
組
合

理
事

時
岡

敦
郎

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
月
一
日
で
あ
り
、
組
織
変

更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
Ｈ
ａ
ｒ
ｍ
ｏ
ｎ
ｉ
Ｑ
と
し
ま

す
。こ

の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

大
阪
府
大
阪
市
平
野
区
長
吉
出
戸
三
丁
目
二
番
五

二
号

合
同
会
社
Ｈ
ａ
ｒ
ｍ
ｏ
ｎ
ｉ
Ｑ

代
表
社
員

田
中

真
穂

効
力
発
生
日
変
更
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
九
月
二
日
予
定
の
吸
収
合
併
の
効

力
発
生
日
を
令
和
七
年
九
月
十
七
日
に
変
更
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
渋
谷
区
神
宮
前
一
丁
目
五
番
八
号

ナ
イ
ル
合
同
会
社

代
表
社
員

一
般
社
団
法
人
ナ
イ
ル

職
務
執
行
者

長
坂

英
樹

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
千
万
円
減
少
し
一
千
万
円

と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
令
和
七
年
八

月
二
十
二
日
付
、
官
報
（
号
外
第
一
九
〇
号
）
七
十
八
頁

に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

北
海
道
北
斗
市
七
重
浜
四
丁
目
二
七
番
一
二
号

株
式
会
社
北
海
道
セ
レ
モ
ニ
ー

代
表
取
締
役

堺
栄

力
史

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
八
億
円
減
少
す
る
こ
と
に
い

た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
二
十
六
日

掲
載
頁

七
十
九
頁
（
号
外
第
一
一
五
号
）

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一

イ
オ
ン
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｓ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

山
本

浩
喜

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
八
億
二
百
六
十
万
二
千
百
五

十
円
減
少
し
四
億
九
千
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。効

力
発
生
日
は
令
和
七
年
九
月
三
十
日
で
あ
り
、
株
主

総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
六
月
三
十
日
に
終
了
し
て
お

り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出
済

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
三
番
一
号

エ
コ
ナ
ビ
ス
タ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

杉
嵜

将
茂

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
九
千
七
百
九
十
万
円
減
少
し

十
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
左
記
の
と
お

り
で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
六
日

掲
載
頁

七
十
一
頁
（
号
外
第
一
三
二
号
）

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
千
代
田
区
神
田
錦
町
三
丁
目
六
番
地

京
急
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社

代
表
取
締
役

芝
田

知
広

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
四
十
九
億
七
千
八
百
九
十
四

万
円
減
少
し
一
億
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
減
少
す
る
資
本
金
の
額
の
全
部
を
資
本
準
備
金

と
い
た
し
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
十
二
月
十
九
日

掲
載
頁

七
頁

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
港
区
海
岸
一
丁
目
一
六
番
一
号

日
立
ジ
ョ
ン
ソ
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ズ
空
調
株
式

会
社

代
表
取
締
役

菊
地

正
幸

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
法
人
は
、
資
本
金
の
額
を
一
千
二
百
万
円
減
少
し
五

億
五
千
百
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
港
区
元
赤
坂
一
丁
目
二
番
七
号

太
陽
有
限
責
任
監
査
法
人

代
表
社
員

山
田

茂
善

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
四
億
二
千
五
百
四
万
九
千
三

百
七
十
円
減
少
し
、
減
少
す
る
資
本
金
の
額
全
額
を
資
本

準
備
金
に
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
://m
etro
w
ea
th
er.jp

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

京
都
府
宇
治
市
広
野
町
茶
屋
裏
一
八
番
地
の
一

タ
ニ
ヤ
マ
大
久
保
ビ
ル
一
階

メ
ト
ロ
ウ
ェ
ザ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

古
本

淳
一

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
千
九
百
万
円
減
少
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

高
知
市
西
町
八
七
番
地

有
限
会
社
蔵
一

代
表
取
締
役

四
ノ
宮
宏
昭

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
〇
〇
万
円
減
少
し
二
〇
〇

万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

沖
縄
県
南
城
市
玉
城
字
船
越
一
三
三
九
番
地
の
二

合
同
会
社
Ｗ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

代
表
社
員

金
城

真

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
を
効
力
発
生
日
と
す
る

株
式
会
社
ナ
ル
ミ
ヤ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
の
株
式

交
換
（
以
下
「
本
株
式
交
換
」）に
よ
り
資
本
準
備
金
の
額

が
増
加
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
資
本
準
備
金
の
額
に

つ
い
て
、
本
株
式
交
換
に
よ
る
資
本
準
備
金
の
増
加
額
を

減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
資
本
準
備
金
の
額
の
減
少
は
、
本
株
式
交
換
に
伴

う
株
式
の
発
行
と
同
時
に
、
本
株
式
交
換
に
よ
る
資
本
準

備
金
の
増
加
額
を
減
少
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
資

本
準
備
金
の
額
の
減
少
の
効
力
が
生
ず
る
日
後
の
資
本
準

備
金
の
額
が
、
当
該
日
前
の
資
本
準
備
金
の
額
を
下
回
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
こ
の
資
本
準
備
金
の
額
の
減
少
は
、
取
締

役
会
の
決
議
に
よ
っ
て
決
定
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出
済

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

神
戸
市
中
央
区
港
島
中
町
六
丁
目
八
番
一

株
式
会
社
ワ
ー
ル
ド

代
表
取
締
役

鈴
木

信
輝

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
六
千
五
百
万
円
、
資
本
準
備

金
の
額
を
六
千
五
百
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
一
日

掲
載
頁

六
十
七
頁
（
号
外
第
一
六
〇
号
）

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
江
東
区
東
陽
四
丁
目
一
〇
番
四
号

株
式
会
社
日
貿
信
保
証

代
表
取
締
役

鳥
谷
越

剛





令和年月日 木曜日 第号官 報
資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
十
億
九
千
万
二
千
四
百
五
十

円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
十
二
億
六
千
七
百
七
十
六
万
三

千
二
百
七
十
四
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
九
月
三
十
日
で
あ
り
、
株
主

総
会
の
決
議
は
令
和
七
年
八
月
二
十
七
日
に
終
了
し
て
お

り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
十
五
日

掲
載
頁

八
十
三
頁
（
号
外
第
一
〇
七
号
）

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
二
丁
目
二
番
一
号
新
大

手
町
ビ
ル
一
〇
階

株
式
会
社
ビ
ー
ビ
ッ
ト

代
表
取
締
役

遠
藤

直
紀

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
五
億
五
百
五
十
万
円
、
資
本

準
備
金
の
額
を
四
億
五
千
六
百
五
十
万
円
減
少
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
一
日

掲
載
頁

七
十
七
頁
（
号
外
第
一
二
九
号
）

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

新
潟
県
見
附
市
柳
橋
町
三
三
六
番
地
一

帝
人
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
Ｄ
Ｇ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

田
中

秀
典

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
九
月
十
二
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
十
九
時
現
在
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
又
は
登
録
株
式

質
権
者
を
も
っ
て
、
剰
余
金
の
配
当
を
受
け
る
権
利
者
と

定
め
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
渋
谷
区
桜
丘
町
二
六
番
一
号

Ｇ
Ｍ
Ｏ
ア
ド
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

熊
谷

正
寿

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
九
月
十
七
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
最
終
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、
そ
の
所
有

す
る
普
通
株
式
一
株
を
十
株
と
す
る
株
式
分
割
に
よ
り
株

式
の
割
当
て
を
受
け
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公
告
し

ま
す
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
品
川
区
東
五
反
田
三
丁
目
二
〇
番
一
四
号

住
友
不
動
産
高
輪
パ
ー
ク
タ
ワ
ー
一
二
Ｆ

Ｐ
Ｒ
Ｏ
Ｎ
Ｉ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

柴
田

大
介

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
九
月
十
二
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

岐
阜
県
海
津
市
平
田
町
土
倉
字
江
東
四
七
八
番
地

エ
コ
テ
ッ
ク
株
式
会
社

代
表
取
締
役

藤
城

太
郎

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
九
月
十
二
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

岐
阜
県
大
垣
市
大
井
四
丁
目
五
三
番
地

東
海
サ
ー
モ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

浅
野

圭
一

株
式
移
転
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
Ｊ
Ｉ
Ｎ

Ｄ
Ｉ
Ｎ

Ｒ
Ｏ
Ｕ
ホ
ー

ル
デ
ィ
ン
グ
ス
（
住
所
東
京
都
品
川
区
上
大
崎
二
丁
目
一

四
番
九
号
）
を
完
全
親
会
社
と
す
る
株
式
移
転
を
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
品
川
区
上
大
崎
二
丁
目
一
五
番
二
二
号

株
式
会
社
Ｊ
Ｉ
Ｎ

Ｄ
Ｉ
Ｎ

Ｒ
Ｏ
Ｕ

代
表
取
締
役

荻
巣

雄
太

合
併
に
つ
き
株
券
等
提
出
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
ロ
キ
テ
ク
ノ
と
合
併
し
て
解
散
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
株
券
を
所
有
す

る
方
は
、
株
券
提
出
日
で
あ
る
令
和
七
年
十
月
一
日
ま
で

に
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
〇
番
一
二
号

株
式
会
社
ロ
キ
グ
ル
ー
プ

代
表
取
締
役

伊
東

伸

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
三
千
万
円
減
少
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。
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令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

Ｒ
ｏ
ｓ
ｅ

Ｂ
ａ
ｙ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

髙
山

知
也

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
二
億
五
千
九
百
四
十
万

円
減
少
し
、
優
先
出
資
五
千
百
八
十
八
口
を
一
口
に
つ
き

五
万
円
を
も
っ
て
有
償
消
却
し
、
消
却
に
要
す
る
金
額
を

二
億
五
千
九
百
四
十
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。効

力
発
生
日
は
令
和
七
年
九
月
三
十
日
で
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
九
日

掲
載
頁

八
十
六
頁
（
号
外
第
一
五
七
号
）

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
九
番
一
〇
号
ア
ー
ク

ヒ
ル
ズ
仙
石
山
森
タ
ワ
ー
四
〇
階

Ｙ
ｕ
ｒ
ｉ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

髙
橋

法
彦

訂
正
公
告

令
和
七
年
八
月
八
日
（
号
外
第
一
八
一
号
）
掲
載
の
不

在
者
財
産
管
理
人
に
よ
る
供
託
公
告
中
、供
託
番
号
に「
令

和
七
年
度
金
一
五
三
一
四
号
」
と
あ
る
は
「
令
和
七
年
度

金
一
六
八
一
六
号
」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

事
務
所
東
京
都
千
代
田
区
六
番
町
一
五
番
二
号
鳳

翔
ビ
ル
三
階
Ａ

み
つ
ば
総
合
法
律
事
務
所

不
在
者
財
産
管
理
人

弁
護
士

布
目

隆
一

訂
正
公
告

令
和
七
年
八
月
二
十
日
（
号
外
第
一
八
八
号
）
掲
載
の

合
併
公
告
及
び
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、
甲
の
「
代
表
取

締
役

村
崎

美
侑
」
と
あ
る
は
「
代
表
取
締
役

村
崎

未
侑
」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日

愛
知
県
豊
田
市
千
石
町
五
丁
目
一
八
番
地

（
甲
）
ミ
カ
ロ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

村
崎

未
侑

愛
知
県
豊
田
市
千
石
町
五
丁
目
一
八
番
地

（
乙
）
有
限
会
新
興
設
備
工
業

代
表
取
締
役

村
崎

乃
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